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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抽出チャンバの少なくとも一部を定める中空本体と、
　前記の中空本体の少なくとも一部内を制御可能に移動可能なピストンと、
　前記の中空本体と作動的に関連したフィルタと、
　前記の中空本体と連通している液体送給システムと、
　前記の中空本体に配置された飲料製造物質と混合して飲料を造るために前記の中空本体
中へ前記の液体送給システムから液体を制御可能に分配し、前記のフィルタを通して前記
液体と飲料物質とから製造された飲料を分配するよう前記のピストンを前記の中空本体を
通して制御可能に移動させる制御装置と、
　複数杯分の飲料を制御可能に溜め置くために前記の中空本体から分配された飲料を選択
的に制御可能に受け取りかつ飲料を選択的に制御可能に分配するように前記中空本体と連
通する飲料リザーバと、
　前記の中空本体と連通しかつ前記制御装置と接続され、出口装具と逆止弁と制御可能な
インターフェースまたは分配構造体より構成される制御可能な弁部で、前記リザーバへの
第１の通路へと別の容器への前記第１の通路とは異なる第２の通路へ飲料を選択的に制御
可能に分配する弁部と、を含むことを特徴とする飲料製造装置。
【請求項２】
　抽出サイクルの間前記の中空本体内で飲料物質と液体とを撹拌するために前記の制御装
置に結合され、前記の中空本体と作動的に関連している撹拌組立体を更に含むことを特徴
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とする請求項１に記載の飲料製造装置。
【請求項３】
　前記フィルタの近傍で撹拌作用を提供するために該フィルタと作動的に関連した前記撹
拌組立体を更に含むことを特徴とする請求項２に記載の飲料製造装置。
【請求項４】
　前記の撹拌組立体が、飲料物質と液体とを空気で撹拌するために空気を前記の中空本体
の少なくとも一部にピストンを通って空気を導入することを特徴とする請求項２に記載の
飲料製造装置。
【請求項５】
　前記のピストンが前記の中空本体を通して下方へ制御可能に作動し液体と飲料物質の組
み合わせを前記フィルタに対して押し込み、該フィルタを通して飲料を分配することを特
徴とする請求項１に記載の飲料製造装置。
【請求項６】
　前記のピストンが前記の中空本体を通して制御可能に上方へ作動し、液体と飲料物質の
組み合わせを前記のフィルタに対して押し込み、該フィルタを通して飲料を分配すること
を特徴とする請求項１に記載の飲料製造装置。
【請求項７】
　飲料チャンバの少なくとも一部を定める中空本体を提供し、
　前記の中空本体、すなわちコラムの少なくとも一部において制御可能なように移動可能
なピストンを提供し、
　前記の中空本体に作動的に関連したフィルタ構造体を提供し、
　前記の中空本体と制御可能に連通する液体送給システムを提供し、
　前記の液体送給システムと前記のピストンとに結合された制御装置を提供し、
　前記コラムと制御可能に連通しかつ飲料の複数の配給量を収容する複数杯用の飲料リザ
ーバを提供し、
　飲料製造物質を前記の中空本体中へ分配し、
　液体を前記の中空本体中へ分配し、
　飲料を造るために前記飲料製造物質と前記液体とを組み合わせ、
　前記の中空本体内で前記ピストンを移動させて前記飲料製造物質と液体を前記のフィル
タ構造体に対して圧縮し、
　前記のフィルタ構造体を通して飲料を分配し、
　飲料を前記コラムから、複数杯の飲料の制御された溜め置きをするための前記複数杯用
の飲料リザーバへの第１通路へと他の容器への第２の通路へ選択的に制御可能に配向する
こと、を含む飲料を製造する方法。
【請求項８】
　前記飲料を前記の中空本体から前記の飲料リザーバへ分配し、
　前記のリザーバから飲料を制御可能に分配すること、を更に含む請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　前記の中空本体と連通し、出口装具と逆止弁と制御可能なインターフェースまたは分配
構造体より構成される制御可能な弁部を提供し、
　飲料を受け取るリザーバあるいは容器の一方へ前記の中空本体から飲料を制御可能に分
配するように前記の弁部を制御可能に作動することを、更に含む請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記の制御装置に結合されかつ前記の中空本体に作動的に関連した撹拌組立体を提供し
、
　抽出サイクルの間前記の中空本体内の飲料物質と液体とを撹拌するように前記の撹拌組
立体を作動させることを、更に含む請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記の制御装置に結合されかつ前記の中空本体と作動的に関連した、空気を導入する撹
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拌組立体を提供し、
　抽出サイクルの間前記の中空本体の少なくとも一部の内で飲料物質及び液体を撹拌する
ために前記の中空本体に空気を導入するように前記の撹拌組立体を作動させることを、更
に含む請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記の制御装置に結合されかつ前記の中空本体に作動的に関連した、空気を導入する撹
拌組立体を提供し、
　前記の空気を導入する撹拌組立体を前記ピストンへと前記フィルタ構造体の近傍で結合
し、
　抽出サイクルの間、前記の中空本体にピストンを通して、且つ前記の中空本体内で飲料
物質と液体を撹拌するために前記のフィルタ構造体を通して、空気を導入するよう前記の
撹拌組立体を作動させることを、更に含む請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、２００８年３月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／０３９０７
１号および２００８年９月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／１００５３７号で
の優先権を主張するもので、それらの内容を全体で本明細書に明確に援用する。
【０００２】
　本開示は飲料を製造するために使用する装置、システムおよび方法に関するものである
。本装置は少なくともモジュール式の抽出機構（ｂｒｅｗｉｎｇ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）
を含む。また、本システムは抽出機構によって製造されたある容量の飲料を入れておくた
めのリザーバを含む。本システムは、カップ一杯分の飲料を分配し、一方でリザーバへ移
すために多数サイクルで飲料を製造することを制御する制御装置を含む。本システムはま
た、飲料の鮮度を監視し、飲料を制御可能に分配し、カップ一杯分あるいはバッチ分（ｂ
ａｔｃｈ）の飲料の製造を制御するための制御装置を含む。本方法と装置とはチャンバ内
で移動する制御可能なピストンを使用してコラム（ｃｏｌｕｍｎ）すなわちチャンバにお
いて制御可能に加圧抽出することを含み、かつ浸し時間（ｓｔｅｅｐ　ｔｉｍｅ）、加圧
および抽出時間（ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ）、抽出物質の制御可能な能動的撹拌
並びにその他の抽出特性を制御することを含みうる。
【背景技術】
【０００３】
　今まで各種の飲料製造システムがつくられてきている。飲料製造の一形式は「抽出（ｂ
ｒｅｗｉｎｇ）」と称されるものである。抽出は加熱された水を例えばコーヒー、茶、ハ
ーブ、植物並びにその他の物質のような抽出物質中へ分配することを含む。抽出過程にお
いて、加熱された水が浸出し、抽出物質から風味（ｆｌａｖｏｒ）を抽出する。その抽出
物質と水とがフィルタ構造体内に入れられ、浸出された抽出物質と水の混合物から飲料が
排出できるようにする。
【０００４】
　各種の抽出装置や抽出システムが開発されてきた。ドリップ式抽出システムでは飲料が
重力によりフィルタを通して排出できるようにする。ドリップ式抽出システムの一例は、
抽出物質を入れ、かつ水を受け取る抽出漏斗を含む。前記漏斗は使い捨てあるいは再利用
しうるフィルタ材で裏打ちされている。抽出物質は前記漏斗のフィルタに置かれ、抽出物
質の上に水が分配される。飲料はカップあるいは水差しのような大きな容器中へ分配する
べく漏斗の開口を介してフィルタから排出される。
【０００５】
　漏斗やフィルタ構造体に近似するように構成された抽出チャンバを採用した自動化され
たあるシステムが開発されている。前記自動化機構は前記チャンバ内の排出領域を制御可
能に開閉するように該チャンバの中央部分を貫通して移動するピストンを含んでいる。制
御可能なピストンはまた、前記チャンバ内に入れられた抽出物質の上に水を制御可能に分
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配するために使用しうる水配管を含んでいる。本システムは一般に、当該システムから飲
料を排出するために重力が少なくとも部分的に利用されるようにドリップ式抽出システム
と類似の原理に基づいて作動する。
【０００６】
　別の形式の抽出システムは「フレンチプレス（Ｆｒｅｎｃｈ　ｐｒｅｓｓ）」と称され
る技術に関わる。フレンチプレスシステムにおいては、コーヒーが容器に入れられ、コー
ヒーの上に水が注がれて抽出過程の間中直接接触した状態に保たれる。加熱された水が抽
出物質と混合され飲料を造る。フィルタを含むプランジャが容器に位置され、水と抽出物
質との混合物の上で下方に押圧される。飲料がフィルタを通過し、フィルタの上に留まり
、残りの使用済みの抽出物質はフィルタと容器の底との間に捕捉される。その後、抽出さ
れた飲料は容器から分配することができる。
【０００７】
　自動抽出装置の別の従来技術の一形式はカップに分配する自動販売機産業分野で屡使用
されてきた。この形式の抽出技術は反転、真空あるいは吸引フレンチプレスの技術を使用
している。この販売機システムにおいては、コーヒーは抽出チャンバ中へ分配される。水
がコーヒーと組み合わされて、浸出するようになる。ピストンが移動され、吸引力により
フィルタを介して抽出された飲料を引き出し、抽出された飲料をチャンバから排出しうる
ようにする。次いで使用済みの滓（ｓｐｅｎｔ　ｇｒｏｕｎｄｓ）が後続の抽出サイクル
の準備のためにフィルタから除去される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来技術のあるものについての問題の一つはカップ１個毎の分を十分に抽出することは
できるが、より大きな容量のものを提供する上での融通性が殆どないということである。
同様に、大きな容量の飲料を製造する技術のあるものは一般的にカップ１個分の飲料は製
造することができない。従って、抽出技術を使用して高品質のカップ１個分飲料を製造し
、またより大きな容量の飲料を抽出することもできるシステムを提供することが望ましい
。カップ一個分の抽出された飲料を製造することができる制御可能な装置を提供すること
が有用である。また、カップ一杯分の飲料を製造するのに使用されるものと同じ機構を使
用してより大きな容量の抽出された飲料を制御可能に製造することができる抽出装置を提
供し、後続の制御された分配のために溜め置きリザーバ（ｂｕｆｆｅｒ　ｒｅｓｅｒｖｏ
ｉｒ）中へ大容量分を分配することも望ましい。そのようなシステムは抽出システムの効
率、品質およびコスト効果性を改善するのに有用である。そのようなシステムは、低需要
の抽出時期並びにピーク需要の抽出時期に対処することができる。
 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書に記載の例示は本発明の開示範囲を何ら限定するものと解釈すべきでない開示
の実施例を示す。本発明の更なる特徴は現在受容されている本発明の開示を実施する最良
の態様を例示する実施例についての以下の詳細説明を検討すれば当該技術分野の専門家に
は明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】飲料の飲用容器すなわちカップ中への分配を制御するコントローパネルをハウジ
ングすなわちキャビネットにおいて含む飲料製造装置の斜視図である。
【図２】抽出過程において使用する加熱された水を造るために使用する加熱水用リザーバ
と、本装置によって製造されたある容量の飲料を入れておくための溜め置きリザーバを示
し、加熱水用リザーバと溜め置きリザーバとが近接することによってエネルギを効率利用
できるようにし、ハウジング内で加熱水用リザーバから周囲へ逃げる何らかの熱を溜め置
きリザーバでの所望温度を維持するために使用可能であることを明らかにする図１に示す
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飲料製造装置の部分的に破断した図である。
【図３】モジュール式の抽出機構を示すためにキャビネットドアが開放されており、滓入
れ用トレイをキャビネットから取り外している、図１に示す飲料製造装置の図である。
【図４】モジュール式抽出機構へ飲料抽出物質を供給するために使用される一対の飲料ホ
ッパー示すために頂部パネルを取り外して示すキャビネットの上方からの斜視図である。
【図５】抽出機構がキャビネットから取り外されている、図１に示す飲料製造装置を示す
。
【図６】抽出チャンバコラム、コラム加圧ピストン、コラムの移動を制御可能に案内する
案内レール、駆動モータが作動すると前記レールに沿って上下方向に前記コラムを制御可
能に移動させるようにカムを駆動するカムとカム駆動モータを含むカム駆動機構と、前記
コラムに沿って前記ピストンを全体的に軸線方向に下方へ制御可能に駆動するモータ系統
と、抽出サイクルの間前記コラム中へ抽出物質を制御可能に分配しやすくするためにコラ
ムの開放した口に相対的に位置した抽出物質用シュートを示す抽出機構の斜視図である。
【図７】図６に示された各種の構成要素の間の関係を示す、図６の線７－７に沿って見た
断面図である。
【図８】ピストン、コラムおよびシュートが抽出サイクルに際して整合する前の「ホーム
」ポジションに位置している図６に示す抽出機構の正面図である。
【図９】構成要素が「ホーム」ポジションにある、図８に示す抽出機構の右側の側面図で
ある。
【図１０】構成要素が飲料製造物質を抽出コラム中へ分配する「充填」位置に制御可能に
位置されており、抽出コラムがフィルタ構造体の上で密封されるよう下方向に位置してお
り、ピストンが最上位置へ駆動されており、フィルタ構造体の頂部にあるコラム中へ飲料
製造物質を分配するように口に対して相対的にシュートが位置されている、図６に示す抽
出機構の正面図である。
【図１１】図１０に示す抽出機構の側面図である。
【図１２】ピストンが水と飲料製造物質の上へ下方に駆動され円筒体の中身を加圧し、前
記コラムからフィルタ構造体を介して飲料を制御可能に駆動し、飲料製造物質と水との組
合せから飲料を抽出する飲料製造過程の間の位置において構成要素を示す。
【図１３】この進行中の抽出段階における抽出機構の右側の側面図である。
【図１４】ピストンが下方位置に留まりながら、一方カムの作動によってコラムが上方へ
移動し、コラムがレールに沿って案内され、ピストンに対して軸線方向に上方へ移動して
フィルタ構造体から使用済みの抽出物質を除去する状態を示す抽出機構の正面図である。
【図１５】図１４に示す進行段階の右側の側面図である。
【図１６】フィルタ構造体から除去されている使用済みの飲料製造物質と、排出された使
用済み飲料製造物質をフィルタ構造体から移動させるために使用される制御可能なアーム
と関連したリンク機構と、使用済みの排出された飲料製造物質の除去過程の間前記アーム
を作動させるために使用される機構の拡大した斜視図を示す。
【図１７】フィルタ構造体から除去されている使用済みの飲料製造物質と、排出された使
用済み飲料製造物質をフィルタ構造体から移動させるために使用される制御可能なアーム
と関連したリンク機構と、使用済みの排出された飲料製造物質の除去過程の間前記アーム
を作動させるために使用される機構の拡大した斜視図を示す。
【図１８】フィルタ構造体から除去されている使用済みの飲料製造物質と、排出された使
用済み飲料製造物質をフィルタ構造体から移動させるために使用される制御可能なアーム
と関連したリンク機構と、使用済みの排出された飲料製造物質の除去過程の間前記アーム
を作動させるために使用される機構の拡大した斜視図を示す。
【図１９】フィルタ構造体から除去されている使用済みの飲料製造物質と、排出された使
用済み飲料製造物質をフィルタ構造体から移動させるために使用される制御可能なアーム
と関連したリンク機構と、使用済みの排出された飲料製造物質の除去過程の間前記アーム
を作動させるために使用される機構の拡大した斜視図を示す。
【図２０】飲料製造物質を撹拌するための撹拌装置の一実施例を示す、抽出機構の基部の
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拡大断面図である。
【図２１】結合部、接続部および本システムの各種構成要素の間の関係を示す本システム
の線図である。
【図２２】代替的な抽出機構がキャビネットから外されており、図１から図４に関連する
全体的な説明が図２２に示すこの代替的な実施例に全体的に適用される図１に示す飲料製
造装置を示す。
【図２３】制御可能に飲料を製造しかつ分配するよう全てが作動する抽出チャンバ、作動
軸とモータ、カバー組立体を示す抽出機構の斜視図である。
【図２４】図２３に示す各種の構成要素の間の関係を示す、図２３の線２４－２４に沿っ
て見た断面図である。
【図２５】ピストンに坦持されたフィルタおよび抽出された飲料をチャンバから分配する
ためにフィルタの近傍にあるくぼみの部分に作動結合され、かつそれと連通している出口
管を更に示す、図２４に示す図に基づいた拡大断面図である。
【図２６】飲料抽出物質がチャンバに配置され、チャンバ内に保持されたスラリー状の物
質を撹拌するために加熱された水が添加される抽出サイクルの第一の段階を示す拡大断面
斜視図である。
【図２７】カバーがチャンバの上に位置され、抽出された飲料をフィルタおよび出口管を
介して押し出すようにピストンがチャンバを貫通して上方に移動している、抽出サイクル
の分配部分すなわち分配段階の間での本組立体の拡大した斜視図である。
【図２８】抽出サイクルが完了し、ピストンが使用済みの滓から液体を圧出し、その滓が
カバートロリーによって除去されるようにピストンで上方に持ってこられている前記組立
体の類似の図面である。
【図２９】使用済みで排出されたコーヒーを処理するためにピストンから押し出すべくカ
バートロリーが前進してきている、図２６に示すものと類似の斜視図である。
【図３０】トロリーの先導縁部にあるスクレーパ部分と使用済み滓がスクレーパから剥が
しやすいようにこの部分を撹拌、振動あるいはその他の運動をさせる関連の構造体の運動
を示すために前記トロリーが（使用済み滓をそこから除去しながら）前進しているときの
トロリーの図面である。
【図３１】トロリー組立体の断面図である。
【図３２】トロリー組立体と、該トロリーの先導縁部を運動させやすくする関連の案内レ
ール構造体の拡大した詳細図である。
【図３３】トロリーにおける別の構造体を示す拡大図である。
【図３４】前記構造体を示す拡大図である。
【図３５】掃除のために最上位置にあるピストンを示す断面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の開示は種々形態での実施例が考えられるが、本説明は開示した原理の例示と考
えられるべきで、以下の説明での記載あるいは図面で図示する構造や構成要素の配置の詳
細に本開示を徹底する、あるいは限定するものでないとの理解の下に実施例が図面に示さ
れ、かつ本明細書において詳細に説明されている。
【００１２】
　能動的なコラム式抽出機構４０を含む抽出システムの形式の飲料製造装置３０が開示さ
れている。そのようなコラム式抽出機構４０における能動的抽出は、該機構４０の構成要
素が飲料を製造するために抽出物質と水とに対して作用するという点で受動的抽出と相違
する。また、能動的抽出機構は結果として得られた抽出飲料の特性や風味のプロフィール
（ｐｒｏｆｉｌｅ）の変化を与えるように抽出機構４０の構成要素の制御された作用を与
える制御可能な機能を含んでいる。
 
【００１３】
　本発明の開示はその教示を使用して飲料を製造する構造体および方法に関する広義の普
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遍的な開示となる意図のものである。本発明の開示は、限定的ではないが、抽出システム
を含む各種の手動、半自動、あるいは自動の飲料製造装置に使用するように適用可能なも
のと理解すべきである。本明細書に提供されている教示に精通した当該技術分野の専門家
は各種の機構やシステムにおける本開示の有用性や適用性を見出すことができる。
【００１４】
　抽出物質あるいは飲料製造物質は限定的でなく、例示として言及される。抽出物質に関
して、「コーヒー」が分りやすさおよび簡潔さの観点から本説明を通して使用されるが、
飲料を製造するために何れの形態の飲料製造物質も使用しうることが理解される。本発明
の開示は明瞭さおよび簡潔さの観点から本説明の残りを通しても飲料製造物質に関してコ
ーヒーを言及することに注目すべきである。しかしながら、飲料を製造するために何れの
形態の飲料製造物質を使用してもよく、コーヒーという用語は広義に解釈されるべき意図
であることを理解されるだろう。この広義の解釈はまた、限定的ではないが、例えば挽い
たコーヒー（ｇｒｏｕｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ）、茶、ハーブ、植物、液状濃縮飲料、滓（ｇ
ｒｏｕｎｄ）、粉末（ｐｕｌｖｅｒｉｚｅｄ）、粗挽き（ｒｏｕｇｈ　ｃｕｔ），ホール
（ｗｈｏｌｅ），粉末濃縮飲料、フレーク（ｆｌａｋｅｄ），グラニュール（ｇｒａｎｕ
ｌａｒ），フリーズドライ（ｆｒｅｅｚｅ　ｄｒｉｅｄ），あるいは液体、ゲル、結晶を
含むその他の形態の材料を含み、あるいは所望する飲料あるいはその他の食品あるいはい
ずれかのその他の形態の飲料物質あるいは食品を獲得する意図のものである。
【００１５】
　本明細書において使用されうる飲料（ｂｅｖｅｒａｇｅ），抽出した（ｂｒｅｗｅｄ）
，抽出（ｂｒｅｗｉｎｇ），抽出物質（ｂｒｅｗｉｎｇ　ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）、抽出さ
れた液体（ｂｒｅｗｅｄ　ｌｉｑｕｉｄ）および抽出された飲料（ｂｒｅｗｅｄ　ｂｅｖ
ｅｒａｇｅ）を含む用語は、限定的ではないが、コーヒー、茶およびその他いずれかの飲
料の抽出を含むものと広義に定義されるべき意図のものである。この広義の解釈はまた、
限定的ではないが、特記なき限り液体の温度は限定することなく液体の分配、注入、浸し
、再生、希釈、分解、飽和あるいは通過、あるいはその他の方法で飲料物質を水のような
液体と混合あるいは組み合わせるいずれの工程も含む意図のものである。
【００１６】
また、水も本明細書において限定的でなく、例示として言及されている。液体あるいは水
は、限定的ではないが水、牛乳、ジュースなどを含む飲料を製造するために使用されるい
ずれの種類の液体も包含するものと広義に解釈すべきことが理解される。
【００１７】
　本装置３０は、キャビネット部分３７、キャビネットドア３４および頂部パネル３６を
有するハウジング３２を含む。ハウジング３２の前面には制御パネル６０が設けられてい
る。中に位置した分配ノズル３５の下に図示のように飲用容器、すなわちカップを位置さ
せるための分配領域３３が設けられている。分配領域３３は、一般的に１個のカップに適
合する容積および寸法を有するものとして図示し、かつ説明されているが、この領域３３
は抽出装置３０において充填するための水差しあるいはその他の大きな容積の容器を受け
入れるようなサイズ、寸法としうることが考えられる。容器のサイズおよび容器の形式の
全ての変形は本開示では限定されないものと意図され、本発明の開示の範囲内に含まれる
。明瞭さおよび簡潔さのために本明細書においてカップへの言及を使用するが、それは限
定的でなく例示のために使用されるものである。
【００１８】
　頂部パネルの下には（図４参照）、操作者が二種類の挽いたコーヒーを本装置３０中へ
充填できるようにするホッパー開口３１，３９が位置されている。挽かれたコーヒーはカ
フェイン抜きのもの、レギュラーのもの、あるいは諸々の風味のもの、並びにコーヒーと
茶あるいはその他の物質の形態のものでよい。頂部パネル３６は偶発的に他の物質がホッ
パー３１，３９に入るのを防ぐためにホッパー３１，３９を被覆している。代替的に本発
明の装置に粉砕システム（ｇｒｉｎｄｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）を使用してもよい。従って
、ホッパー３１，３９は、挽いたり、飲料製造システム中へ分配するために新しいコーヒ
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ー豆あるいはその他の飲料製造物質を入れておく。
【００１９】
　図３を参照すれば、抽出機構４０は、飲料を容器へ分配するためのノズル３５に接続さ
れている分配組立体４２へ飲料を分配する。抽出機構４０はハウジング３０のキャビネッ
ト部分３７から取り外すことができるように分配装置４２から取り外し可能となっている
（図５参照）。
【００２０】
　図２を参照すれば、抽出機構は、溜め置きリザーバ４４中へ飲料を分配するために多数
の分量分、例えば繰り返し抽出サイクル分を分配することができる。溜め置きリザーバ４
４は抽出機構４０によって、あるいは抽出機構からの製造された多数回の分配量の飲料に
適応しうる断熱された容器として提供することができる。代替的に前記リザーバ４４はヒ
ータ４３（図２１参照）を含むことができる。換言すれば、抽出機構はカップ一杯分の量
のコーヒー、例えば約３５６ミリリットル（１２　ｏｕｎｃｅｓ）、約４１５ミリリット
ル（１４　ｏｕｎｃｅｓ）、約４７３ミリリットル（１６　ｏｕｎｃｅｓ）を分配するよ
うに構成することができる。各種のその他のカップ一杯分の分量を画定しうることは勿論
である。しかしながら、抽出機構４０は一般的にはカップ一杯分の容積を製造するように
構成される。対照的に、溜め置きリザーバ４４は抽出機構４０から分配された飲料の多数
カップ分の量を保持するようなサイズおよび構成とされる。
 
【００２１】
　例えば、抽出機構によって抽出され分配可能である飲料の最大容積が約４７３ミリリッ
トル（１６　ｏｕｎｃｅｓ）であるとすれば、溜め置きリザーバ４４は約４７３ミリリッ
トルの倍数の寸法とすればよい。例えば、抽出機構の最大分配容積の４．５または６倍で
よい。このことによって本装置が溜め置き量を具体的にし、溜め置き量をリザーバに入れ
ておくことができるようにする。このことによって操作者が溜め置きリザーバ４４から飲
料を分配できるようにし、一方抽出機構４０は多数回サイクルの飲料を製造するように周
期的に、すなわち一般的には連続して作動し、飲料をリザーバ４４中へ分配している。代
替的に、抽出システムは溜め置きリザーバ４４なしの独立型の抽出システムで飲料を製造
することができる。そのような独立型システムはある分量のコーヒーを溜め置きリザーバ
４４まで導くというオプションなしで要求に応じて（オンデマンド）ある分量の飲料を製
造するために使用することができる。
 
【００２２】
　溜め置きリザーバ４４は抽出機構４０が溜め置きリザーバの最大容量を超過しないよう
に抽出機構４０と共に制御装置４７に結合されているレベル検出器４１を含む。換言すれ
ば、抽出機構４０は、溜め置きリザーバのレベル検出器４１が抽出機構によって抽出され
た飲料の少なくとも最大容量を受け入れ可能であることを指示するときに初めて抽出サイ
クルを開始する。同様に、もしも低レベル条件がプログラム化された抽出サイクルと溜め
置きリザーバの蓄積計画（ｂｕｆｆｅｒ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｓｔｒａｔｅｇｙ
）に関連した各種のパラメータを満足させるとすれば抽出サイクルを開始するよう信号を
制御装置４７に提供するように溜め置きリザーバには低レベル検出器４５が設けられてい
る。
 
【００２３】
　本装置は、抽出コラムすなわち抽出チャンバに水を送給すなわち分配するように水送給
系の加熱された水のリザーバ５４に制御弁５２を介して連続的に水を流すように加圧され
た水配管すなわち供給源５０に接続することができる。加熱された水の送給系は抽出コラ
ムすなわち抽出チャンバに制御可能に水を分配するために制御装置に結合されている。加
熱された水のリザーバ５４は制御可能に水を抽出機構４０に提供する。加熱された水のリ
ザーバ５４は、繰り返し可能で一般的には連続的な基礎において抽出サイクルに対して加
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熱された水を提供するようなサイズ寸法とすればよい。リザーバ５４内の水に熱エネルギ
を提供するためにヒータ５１がリザーバ５４に付属している。
【００２４】
　溜め置きリザーバ４４はまた、所定の時間経過後あるいは飲料に関連したその他の特性
の所定の期間後飲料を制御可能に排出するように制御装置に接続された排出制御弁５８を
含んでいる。このことによって当該システムが鮮度、風味あるいはその他のパラメータか
ら外れた可能性のある飲料を自動的に一掃できるようにする。例えば、もしも飲料が所定
の時間、多分２０分間リザーバ内に留めおきうるようにされているとすれば、排出弁５８
は溜め置きリザーバを空けるように制御装置４７によって自動的に開弁することができる
。制御装置４７はまた、鮮度を計算するように抽出機構４０の抽出サイクルを監視するこ
とができる。このことは、新しい抽出サイクルから所定の時間が経過した後、新しく抽出
したコーヒーを一掃してしまうのを避ける上で重要である。しかしながら、所定の時間内
に抽出サイクルが実行されなかったとすれば、新鮮な飲料がリザーバ４４に何ら追加され
ておらず、かつリザーバ４４に溜め置かれている飲料が時間／鮮度の制限パラメータを外
れている可能性があるとの推定により排出弁４８を開放することができる。
 
【００２５】
　第１の制御パネル６０が飲料製造装置３０に設けられている。制御パネルは、例えば第
２の制御パネル６２において使用者が多数のサイズの中の１個のカップに飲料を分配でき
るようにしたり、あるいは制御パネル６０を使用して当装置３０のプログラム化を行ない
うる各種の制御ボタン、スイッチあるいはその他の制御装置を含みうる。更に、例えば指
紋検出や手の検出あるいはその他の生体測定の検出装置のような生体測定インタフェース
（ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ）を使用することができる。このことは所
定外の操作者が本装置３０を制御するとか、あるいはプログラム化するのを阻止する上で
重要である。
 
【００２６】
　制御パネル６０上の生体測定インタフェースの構成要素はまた、顧客が自分自身を本装
置３０に対して認証するために顧客によって使用することもできる。例えば、顧客が抽出
装置まで歩み、生体測定の指紋センサに親指を置くと、抽出装置はその顧客によって識別
され選択された飲料を分配する。このことは、諸々の顧客を識別するようにプログラム化
することを要することは勿論である。しかしながら、そのプログラム化の部分は本発明の
開示の教示に基づく当該技術分野の専門家の技術範囲内にある。プログラム化によって使
用者が風味の概要、抽出物質の選択、温度並びに顧客に関連するその他の特性を設定する
ことを可能にする。本システムは顧客が時間が経てば彼ら自身の個人的なレシピ、味の好
みを微調整してすなわち磨きをかけ、これらの選択を彼らの生体測定情報と関連して保存
できるように構成することができる。カードベースのメモリシステム、ＲＦＩＤ，例えば
ＲＦＩＤｓのような小ポケット（ｆｏｂ）に入るメモリ装置、および本発明の飲料製造装
置３０と関連して使用可能である、現在市販あるいは将来開発されるいずれかの形態の顧
客関連のインタフェース識別装置を含むその他の形態のインタフェースが本特許出願の範
囲内に完全に包含される。
【００２７】
　次に、抽出機構４０に関するより詳細を提供するために図６から図２０までを説明し、
かつ検討する。本発明の開示の先行部分に記載の抽出機構４０は、管、あるいはコラムま
たは抽出チャンバ７０の形態の中空本体に保持されたある容量の水と抽出物質を加圧する
能動的な飲料製造システムを含む。図６を参照すれば、抽出機構４０は「ホーム」ポジシ
ョンすなわち準備完了位置で示されている。図示のように、中空のコラム７０は上側の口
７２と下側の基部７４を含む。口７２と基部７４との間を延在、かつ画成している壁７６
が該壁７６から吊り下げたガイド７８を含む。前記ガイドは案内レール８０と係合するサ
イズ寸法とされている。対となった離隔した案内レール８０，８０は中央軸線８２に沿っ
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てコラム７０の移動を案内する。
 
【００２８】
　前記機構４０の最下部分には固定した基礎９２の上にフィルタ構造体８６が設けられて
いる。前記コラム７０の基部７４は該基部７４を密封するためにフィルタ構造体８６の上
に位置され、かつ係合している。以下詳細に説明するように、使用済み抽出物質の除去組
立体９０が、これも基礎９２に保持されているフィルタ８６に全体的に近接して前記基礎
９２に設けられている。
【００２９】
　前記コラム７０の移動は、駆動モータ９８によって制御可能に作動するカム９６を含む
コラム駆動装置９５と同期化され、かつそれによって制御される。カム９６はコラムにあ
る対応するカムフォロワー１０２と係合するカム溝１００を含んでいる。カムフォロワー
１０２はカム溝１００に乗ってカムに追従する。ピストン１０４が前記機構４０の上部分
１０６に取り付けられている。前記上部分１０６はピストン１０４を駆動するリードねじ
１０８を保持するプラットフォームを提供する。また、ステッピングモータ１１０が前記
上部分１０６に支持され、ベルト１１２および対応する歯車１１４，１１６によって前記
リードねじ１０８に接続されている。ステッピングモータ１１０はまた、モータの作動を
制御するために位置フィードバックを使用してギアモータとしても実施可能である。コラ
ム７０の口７２の近傍にコーヒー誘導シュート組立体１２０が設けられている。該シュー
トはホッパー駆動装置９７，９９（図２１参照）によって制御可能に分配されたコーヒー
をホッパー３１，３９からコラム７０中へ導く。
【００３０】
　図７を参照すれば、ピストン１０４はコラム７０の内面１３２と移動可能に密封係合す
るようにその下部分に保持されたシール１３０を含む。ギア１１６によって駆動されるリ
ードねじ１０８がピストン１０４の対応するねじ部分１４０と係合しピストン１０４を中
央軸線８２に沿って上下に制御可能に駆動する。前記中央軸線８２は対応する案内レール
８０，８０の軸線に対して平行であるので、前記機構４０の移動可能な構成要素は制御装
置に結合されているモータ１１０，９８によって円滑に、かつ同期的に作動可能である。
トロリーとも称されるガイド７８は案内レール８０，８０に沿って円滑に作動するベアリ
ングを含んでいる。
【００３１】
　次に図８から図１５までに示す抽出機構４０の諸々の進行段階での位置を参照する。各
種の進行段階を示す正面図および右側の側面図の双方は本説明における更なる説明および
明瞭さを付与するために提供されたものであることに注目すべきである。
【００３２】
　図８及び図９に示すように、本機構４０は「ホーム」ポジションにある。ホームポジシ
ョンにおいては、ピストン１０４とコラム７０とは相互から外れている。同様に、コラム
７０はフィルタ構造体８６とから外れている。ホームポジションにおいてこれらの構成要
素が外れていることはこれらの構成要素の間の接触の寿命と保全性（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ
）を維持し易くし、かつこれらの構成要素の相対的な空気循環性を維持し易くする。換言
すれば、ピストン１０４のシール１３０がコラム７０の内面１３２から外されている。ピ
ストン１０４の先導縁部１６０がコラム７０の上部分１６２に留まっている間、前記上部
分１６２の直径はシール１３０の直径より大きく、そのため何ら接触していない。しかし
ながら、抽出過程の間前記先導縁部１６０を前記上部分１６２に位置させることによって
ピストン１０４をコラム７０と整合し易くする。
【００３３】
　またホームポジションにおいて、コラム７０が持ち上げられると基部７４をフィルタ構
造体８６から外すようになる。このことによってフィルタ８６に空気を通しフィルタ構造
体を乾燥できるようにする。このことでフィルタに対する望ましくない何れの湿気による
影響の助長も阻止する。図９を参照すれば、フォロワー１０２すなわちカムフォロワーが
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上位置でカムと係合している。
【００３４】
　抽出機構４０の構成要素は抽出物質を受け取るように位置している。この形態において
は、コラム７０は基部７４をフィルタ構造体８６に対して密封するために下方へ移動させ
られている。シュート１２０は該シュート１２０のリップ１８０をコラム７０の口７２に
相対して位置させるように制御可能に動かされる。シュートはカムあるいはカムフォロワ
ー１８４を含むアーム１８２に保持されており、該カムはピストン１０４の上部分１８８
と接触すると、枢点１９１で枢動可能に保持されたアーム１８２をピストン１０４に向か
って内方にカム運動するようにさせる。アーム１８２と、それに取り付けられたシュート
１２０とが内方に運動するとリップ１８０を口７２に相対して位置させる。詳細に示され
ていないが、コーヒーホッパー３１，３９は所定量のコーヒーを制御可能にシュート１２
０に分配するために制御装置に結合しうる駆動機構を含む。らせん状部（ａｕｇｅｒｓ）
が制御可能にコーヒーをホッパー３１，３９から動かすにつれて、コーヒーはコラム７０
の中へシュート１２０を下って導かれる。この過程の間、ある量のコーヒーがコラム７０
の内部にあるフィルタ構造体８６の頂部に蓄積される。
【００３５】
　抽出過程の次の段階の間、ピストンは下方に移動し、加熱された水が加熱水配管２００
を介してチャンバ中へ分配される。加熱水配管はコラム７０の上部分１６２に位置してい
る。これによって水がコラム７０の内面１３２の内部を洗浄し、分配過程の間コラムに堆
積した可能性のある粒子あるいはその他の抽出物質をゆすぎ落とす。水はコラムを通して
落下し、抽出物質１９０の頂部に堆積し、煎じ出し過程（ｉｎｆｕｓｉｏｎ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓ）を開始する。飲料は、出口装具（ｏｕｔｌｅｔ　ｆｉｔｔｉｎｇ）２０４の下流側
で低圧逆止弁２０５を使用することによって前記出口装具２０４を通して落下しないよう
にされる。フィルタ構造体８６は一般的に、重力によって著しく落下しないように十分な
比率のメッシュあるいはその他のフィルタ材料の開口と十分均衡のとれたサイズ寸法とさ
れている。逆に、抽出過程では抽出物質１９０と水２０６との組み合わせから飲料を排出
するためにコラムに入れられた水を能動的に圧縮することを含む。
【００３６】
　モータ１１０によってピストン１０４が下方へ駆動されるにつれて、空気のクッション
、すなわちエアギャップ２１０（図１２）がコラムに保持される。このエアギャップ２１
０はコラム中へ分配された水の容積が直径を小さくされた領域２１２におけるコラムの最
大容積よりも僅かに小さい場合に形成される。エアギャップ２１０については以下詳細に
説明する。
【００３７】
　前述のように、出口装具２０４はコーヒーをノズル３５または溜め置きリザーバ４４の
いずれかまで導くことに注目すべきである。制御可能なインタフェース４２は抽出機構４
０を掃除、保守、修理、あるいは交換のためにそこから迅速、かつ容易に取り外しできる
ようにする。モジュール式抽出機構の利点の一つは飲料製造装置３０の非稼働時間を防止
するように容易、かつ効率的に取換え可能であることである。
【００３８】
　引き続き抽出サイクルの過程を述べれば、ピストンは、案内レール８０がトロリー７８
によって円筒体７０の移動を案内すると軸線８２に沿って下方移動を続ける。軸線８２に
沿ったピストンの移動を案内し易くするためにトロリー７８はピストン１０４の上部分１
８８に設けられていることに注目すべきである。ピストンの移動によって発生する能動的
な抽出サイクルはフレンチプレスタイプの作動と近似している。本システムもまた、より
繊細さ、制御性およびレシピの微調整を提供するためにフレンチプレスの作動の制御性を
高める。
【００３９】
　図１２および図１３を参照すれば、ピストン１０４がそのサイクルの底に到達するにつ
れて、コラム７０から水が排出され、エアクッションすなわちエアギャップ２１０が抽出
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物質１９０に強制的に通され使用済みの滓から水分を放散する。排出された、すなわち使
用済みの抽出物質１９０はそこを空気が貫通する結果ある程度水が排出されるかあるいは
乾燥される。このことが使用済み物質をより扱い易くする。
【００４０】
　飲料がコラム７０から排出された後、サイクルは図１４及び図１５に示すように進行す
る。ピストンは使用済み抽出物質１９０から離れて上方へ移動する。ピストンは一般的に
コラム７０の基部７４で停止する。また、コラム７０は、フィルタ構造体８６からの使用
済み抽出物質のその後の除去のためにアーム機構９０が制御可能に作動しうるようするに
十分な寸法分だけ軸線８２に沿って上方移動する。ある程度乾燥状態にある使用済み抽出
物質１９０はより扱い易くなっており、抽出機構から除去するよう制御可能であることに
注目すべきである。除去機構９０は抽出機構４０から抽出物質のパック（ｐｕｃｋ）を滓
入れ皿または容器１０１へ移す。使用済み滓１９０が除去された後、ピストンとコラムは
図８および図９に示すホームポジションまで戻るサイクルを辿る。
 
【００４１】
　パック除去作動は図１６から図１９までを参照すれば詳細に説明されている。パック除
去機構９０は作動機構２４２に接続されたアーム２４０を含む。作動機構２４２が作動す
ることによってフィルタ構造体８６からパックを移動させるためにアーム４０を移動ある
いは回転させる。換言すれば、アーム２４０はフィルタ構造体８６からパック１９０をは
じくか、あるいは掻き出すように作動する。
【００４２】
　アーム移動機構は溝２４８に沿って移動するフォロワ延長部２４６を含む。フォロワ機
構２４６は、カム９６に支持された関連のカム突起２５２が所定位置から動いた後フォロ
ワ機構を戻すよう作用するばね２５０に結合されている。従って、アーム２４０は、前述
したようにホームポジションにありかつ抽出過程の間はコラムの背後の位置から外れてい
る。抽出過程が完了し、ピストン１０４とコラム７０がフィルタ構造体８６から離れて上
方へ移動した後、アーム２４０はフィルタ構造体を横切る位置を回転し、パック１９０を
フィルタ構造体８６からはじく。ばね機構２５０はフォロワ２４６の移動が完了した後ア
ームを後退させる。
【００４３】
　図２３から図３５までには、対応する図１から図２０までに開示したシステム、装置お
よび方法の代替実施例が開示されている。前述した図１から図４までと、図２１は全体的
に図２３から図３５までに示す代替実施例に関連する。図５から図２０までに示す実施例
においては、抽出機構４０は下方へ移動するピストンを含んでいる。図２３から図３５ま
でに示す代替実施例においては、同じ制御の特徴の多くが直接適用する。同様に、代替実
施例においては、抽出機構はカップ一杯分、あるいはリザーバ向けに抽出飲料を製造する
ことができる。しかしながら、ピストンは代替実施例においては上方に移動する。
【００４４】
　双方の実施例に共通なのはカップ一杯分あるいはリザーバ向けの多数バッチ分を抽出す
るのに抽出機構を使用していることである。同様に、所望の結果を得るために飲料抽出物
質を撹拌するように抽出チャンバにおいて空気撹拌が行われる。抽出機構においては、挽
かれた抽出物質が水と組み合わされ、フィルタ機構を通して排出されて抽出飲料を製造す
る。図５から図２０までに、並びに図２２から図３５までに示す実施例において説明され
たように、抽出された飲料の特性は所望の結果を得るために制御することができる。
【００４５】
　図２１の線図による図示は双方の実施例に適用され、そこに示されている抽出機構は図
５から図２０までに示す実施例あるいは図２２から図３５までに示す実施例のいずれかを
適用したものと解釈される。何れの実施例においても、抽出機構は通路を通して分配構造
体４２に分配される抽出飲料を究極的に製造するものである。同様に、抽出サイクルの間
抽出物質を撹拌するように空気が抽出機構中へ導入されうるように撹拌機構３００は双方
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の実施例に共通である。同様に、ホッパー３１，３９および分配機構９７，９９は抽出物
質を抽出機構中へ制御可能に分配するために使用することができる。更に加熱された水の
リザーバは加熱された水２０６を双方の実施例において抽出機構に制御可能に分配するよ
う制御装置４７によって制御可能に作動する。
【００４６】
　抽出機構４０をより詳細に説明するために図２２から図３５までを説明し、かつ検討す
る。本開示の先行部分で説明したように、抽出機構４０は、コラムすなわち抽出チャンバ
７０の形態の中空本体に入れられたある容量の水と抽出物質を加圧する能動的飲料製造シ
ステムを含む。図２３から図２５までを参照すれば、抽出機構４０は「ホーム」ポジショ
ンすなわち準備完了位置で示されている。図示のように、中空のコラム７０は上側の口７
２と下側の基部７４を含む。前記口７２と基部７４との間を延在し、かつ画成している壁
７６がスペーサ７８に支持されている。前記スペーサはモータ９８とそれに接続されたピ
ストンシャフト９５の間に寸法的な分離を与えている。抽出機構４０は図１から図４まで
に示すような装置に使用することができる。代替的に、この抽出機構４０は多数のその他
の実施例において構成することも可能である。例えば、抽出機構４０は、エスプレッソ製
造機械を使用することによって達成可能であるようなものと類似のバリスタ（ｂａｒｉｓ
ｔａ）によって作動する独立型のシステムに位置させることも可能である。抽出機構４０
が位置されるこの特定の実施例とは無関係にこの機構の構造及び機能に関する更なる検討
を以下述べる。
 
【００４７】
　抽出機構４０の最上部分は、モータ９８によって全体的に軸線方向に移動するように案
内レール９４に移動可能に坦持されているカバー組立体９２を含む。カバー組立体９２に
ついては図３０から図３４までに関連して追って詳細に説明する。カバー組立体９２は抽
出過程の間抽出チャンバ７０の開口７２を覆い易くする。更に、カバー組立体は、抽出過
程の終了時抽出チャンバを開放し、モータ９８の作動によってレール９４に対して滑らす
か移動させることによって全体的に排出され使用済みの量の圧縮された抽出物質を移動さ
せるように作動される。
【００４８】
　図２４を参照すれば、ピストン１０４は駆動軸９５に作動可能に取り付けられ、コラム
７０の中空の空洞内で軸線方向１０５に移動可能である。抽出サイクルの間ピストンは軸
線方向に上下に移動する。ピストン１０４はその面８７の近傍において坦持されたフィル
タ構造体８６を含む。前記ピストン１０４の前記面８７には１個以上のくぼみ８９が形成
されており、前記フィルタ構造体８６が該くぼみを覆っている。出口管１０３は、抽出さ
れた飲料がそこを貫流する通路を提供するために、前記くぼみ８９と作動結合され、かつ
それと連通している。
 
【００４９】
　モータ９８が、リードねじ９５に取り付けられたピストン１０４を抽出チャンバを通し
て上下に垂直方向に移動させるようにリードねじ９５を作動させる。ピストン１０４のシ
ール２００は該ピストンを抽出チャンバの内面２０２に対して密封し易くする。回転止め
ブラケット２０４が抽出チャンバ内でピストン１０４を垂直方向１０５に移動させるため
に設けられている。図２４に示されているように、ピストンが最底位置にある抽出チャン
バは抽出された飲料を製造するために挽かれたコーヒーと高温の抽出水を受け入れる状態
となっている。
【００５０】
　図２５を参照すれば、抽出チャンバとピストンの下方部分の拡大断面図が示されている
。図２５に示されているように、フィルタ８６を通して押し出される飲料を収集するため
の空洞を提供するようにくぼみ８９がピストンの面８７に設けられている。前記くぼみに
集められる飲料は出口管１０３を通して排出される。前記出口管はピストンの下方部分に
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取り付けられ、ピストンがリードねじ９５によって駆動されるにつれてピストンと共に上
下に移動する。カバー９２に対するピストンの上方向の力によって抽出チャンバ内の中身
を加圧し、それによってフィルタを通して、そして出口管を通して加圧して飲料を移送さ
せる。
 
【００５１】
　図２６に示されているように、ある量の飲料抽出物質１９０がピストン１０４の頂部に
位置されて示され、抽出物質１９０と組み合わせるために加熱された水３０２が抽出チャ
ンバに入れられている。コーヒーと水とは、これらの成分を分配するためにホッパーおよ
び水送給系すなわち水供給系のような機械化された分配システムによって添加することが
できる。更に、もしも抽出機構４０が追加の自動制御性のない独立型の機構として使用さ
れるとすれば、操作者は手作業で所望量の抽出物質と水を抽出チャンバ中へ入れることが
できる。
 
【００５２】
　空気が抽出チャンバ中へ流入しうるようにするか、または抽出物質が分配されうるよう
にするかいずれかを切り替えることのできる制御弁を作動させて出口管を通して、あるい
は個別の空気導入配管を介するかのいずれかによって空気３０６を抽出チャンバ中へ注入
させることができる。空気はフィルタの下にあるくぼみ中へ空気を導入してフィルタを通
して空気を上方へ圧送することができる。フィルタを通して空気を送給することによって
抽出物質と抽出チャンバに入れられた水を撹拌、あるいは混合し易くする。この撹拌によ
ってコーヒーあるいは他の飲料の抽出特性を向上させ易くする。
【００５３】
　一般に、空気の導入と空気の撹拌とはカバーを抽出チャンバの開口からずらすか、ある
いは概ね離してしまうことによって達成される。このことによって、抽出チャンバから追
加の、あるいは余分の空気を逃し、該チャンバ内の圧力を蓄積するよう制御できるように
する。十分な時間の浸し、撹拌あるいはその双方の経過後カバー組立体は抽出チャンバの
口を覆うように移動する。図２７に示すように、シール３１０は抽出チャンバの縁あるい
は口７２を協働して密封するように位置されている。これによって進行中の抽出動作の間
抽出チャンバを密封する。
【００５４】
　抽出チャンバを密封して、ピストンが上方１０５へ移動し、それによってシール３１０
と水３０２との間に捕捉された空気３１２を圧縮する。抽出サイクルのこの段階の間抽出
物質１９０は沈殿しようとする。ピストン１０４が引き続き上方へ移動することによって
抽出された飲料３２０を出口管１０３から押し出す。フィルタを通して飲料を著しく排出
した後引き続き移動することによって空気３１２を（今では使用済みの抽出飲料物質１９
０）を通して強制的に通過させ抽出物質からの水分の排出を助長する。抽出物質からの水
分の排出は抽出サイクルの終わりにおいて抽出物質をより扱い易くする。更に、出口管１
０３を通してある容積の空気３１２を押し出すことによって前記管１０３の掃除および排
出を促進する。
 
【００５５】
　図２８を参照すれば、ピストンが上方運動を続行し使用済みの抽出物質３３０を抽出チ
ャンバの縁部７２を越えて移動させる。この位置は抽出サイクルの終了後前記チャンバの
口からカバー組立体を移動させて離すことによって達成される。抽出チャンバからカバー
組立体をずらすことによってワイパー３４０を含むカバー組立体の先導縁部は使用済み抽
出物質３３０の除去を促進するように位置される。
【００５６】
　図２９を参照すれば、カバー組立体は前記チャンバの上を全体的に直線方向に移動し、
それによってワイパーを使用済みの抽出物質と係合させ、それをピストンの頂部から移動
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させる。このことはまた、ピストン１０４の上面３５０を拭き取り易くする。拭き取りは
ワイパー３４０に支持された拭き取り構造体３５２によって達成される。拭き取り材料３
５４の先導縁部はフィルタの表面３５０をきれいにする拭き取り作用を発生させるに十分
下方に延在している。
【００５７】
　図３０に示すように、案内レール９４は除去用溝３６０と戻り用溝３６２を含む。前記
レール９４は相互に対して単に対称形であり、そのため一方のみを図３０を参照して説明
する。除去用溝３６０は一連の揺動隆起（ｓｈａｋｅｒ　ｂｕｍｐｓ）または構造体３６
４を含んでいる。図３２に示すように、案内ピン３６６がワイパー３４０に設けられてい
る。案内ピンは前記溝３６０，３６２内を走行し、ワイパー３４０を作動させる。
【００５８】
　ワイパーが使用済み抽出物質をピストンから移し出す除去段階の間、ピン３６６は除去
用溝３６０に沿ってワイパーを案内する。ワイパー３４０をカバー組立体に取り付けてい
るヒンジ付きの構造体３７０が存在することを注目すべきである。このことがカバー組立
体に対するワイパー３４０のヒンジ運動を可能にする。トグル３７２が、抽出サイクルの
終了時カバー組立体がピストンの上方を移行するにつれてピンが通過しうるようにする。
しかしながら、トグル３７２は戻り運動時ピンが戻り用溝３６２に乗り込むようにする。
この結果、戻り運動時ワイパー３４０をピストンの表面から外す。このことによってピス
トンのフィルタ部分での過剰な摩耗を阻止するとか、その他の利点をもたらす。
【００５９】
　ワイパーの移動の除去部分の抽出時、ピン３６６がバンプ３６４と出会う。これらのこ
とによってピンがワイパー３４０をヒンジ付き構造体３７０において上下に撹拌するよう
にさせる。ワイパー３４０の振動あるいは搖動運動が使用済み抽出物質のワイパーからの
除去を確実にし易くする。戻り運動時、バンプ３６４と再度出会って使用済み抽出物質の
除去を更に確実にし易くする。
【００６０】
　ワイパー３４０からゆるい湿った滓をたたき落とすことによって後退過程の部分の間抽
出フィルタにそれらが再度堆積しないことを確実にする。このことによっても滓およびそ
の他の断片が拭き取り具の縁部３５４の裏側に堆積しないよう確実にする。
【００６１】
　図３１は、カバー組立体を溝９４に沿って全体的に直線的に駆動するためにモータ９８
に結合されているリードねじ３８０を含むカバー組立体に関連した構造体を示す。
【００６２】
　別の対の案内溝３８２，３８４および関連の案内ピン３８６，３８８が抽出チャンバに
対するカバー組立体の全体的に直線的な移動を維持し易くする。
【００６３】
　図３４を参照すれば、ワイパー３４０はヒンジ３７０近傍のばね構造体３９０によって
カバー組立体に保持されていることが分る。これらが、フィルタ８６に対して拭き取り具
３５２を係合させるようワイパー３４０に前方向、下方動作を提供する。この結果、フィ
ルタ８６を掃除する際拭き取り具の先導縁部３５４の係合具合を良好にする。ばね３９０
は、本組立体が前述のように後退する際は圧縮される。
【００６４】
　図３５を参照すれば、ピストン１０４はそれを手入れしうるようにするために上方へ移
動させうることが分る。その手入れとは、詳しくは掃除、分解、シールの交換並びにその
他の動作を含みうる。このことによってまた、その軸を取り扱うためにピストン１０４を
取り外しうるようにもする。
【００６５】
　本機構においては、コーヒーは抽出チャンバへ入れられ、加熱された水と混合されて抽
出された飲料を製造する。本機構は、抽出された飲料を製造し、それを本機構から分配す
るために水とコーヒースラリーの組み合わせを制御可能に圧縮するよう作動する。抽出さ
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た、本システムは抽出された飲料の更に別の特性を制御あるいは別の特性を達成するため
に制御することができる。スラリーを上方に圧縮することの利点は抽出サイクルの終了時
に使用済みの抽出物質をより扱い易くすることである。更に、ピストンに坦持されたフィ
ルタを通して飲料を分配することは衛生的な分配状態や、扱い易くかつ掃除可能な構造体
を維持し易くする。この点について、ピストンはフィルタや溝を掃除するために取り外し
可能である。同様に、出口管１０３も衛生上あるいは交換のために容易に取り外すことが
できる。従って、抽出チャンバを含む機構における食品と接触する面は全て容易に、効率
的に、かつ完璧に掃除することができる。
 
【００６６】
　コラム７０を通してのピストン１０４の下方向移動は浸し時間を許容するように制御可
能である。また、ピストンは脈動作用を発生させるためにモータ１１０を使用して駆動す
ることができる。換言すれば、最初の全容量の水は抽出物質１９０に浸み込みうるように
することができる。所定時間の経過後、ステッピングモータ１１０がピストン１０４を下
方向に脈動させコラム７０から釣り合った量の飲料を分配することができる。代替的に、
ピストン１０４はコラムから飲料を制御可能に分配するために一般的に連続して駆動させ
ることができる。使用される技術の如何を問わず、本発明による飲料抽出機構４０と該飲
料製造装置３０に関連したシステムによってある範囲の飲料分配制御の可能性を提供する
ことができる。
【００６７】
　図２１に示すように、撹拌構造体３００が設けられている。図２１に示す実施例におい
ては、撹拌組立体３００はチャンバ３０４において坦持された逆止弁３０２を含む。チャ
ンバと連通し、かつ制御装置４７に結合されているエアポンプ３０６によって空気がチャ
ンバ３０４中へ圧送される。逆止弁３０２はポンプ３０６に接続された配管中へ液体が流
入しないよう阻止する。空気が水とコーヒースラリ中へ導入され、それによってスラリー
を撹拌してコーヒーと水との間の接触を高める。撹拌は抽出サイクルの間のいずれか適当
な時に作用させることができる。撹拌作用の利用の一例はコーヒーと水をコラム中へ分配
した後である。抽出サイクルのこの段階でコーヒーと水を撹拌することによってコーヒー
の全ての粒体を完全に湿らせ、抽出過程の間の滓の利用を高めやすくする。限定的ではな
いが、機械的、磁気、および音響による撹拌機のようなその他の形態の撹拌組立体３００
を本発明によるシステムに使用することができる。
【００６８】
　実施例を有するものとして本発明の開示を説明してきたが、本特許出願はその全体的な
概念を使用していずれの変形、利用および改良も網羅する意図のものである。当該技術分
野の専門家には特許請求の範囲に記載の本開示の精神と範囲とから逸脱することなく、各
種の修正や均等物を案出できることが考えられる。更に、本特許出願は本発明が関連する
技術分野内での既知あるいは通例的な実践範囲内に入る本発明の開示からの逸脱も網羅す
る意図のものである。
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